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キユーピー株式会社 

 

役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針 

 

１）役員（取締役・監査役）、執行役員の報酬についての考え方と手続き 

a） 報酬の考え方（制度設計）については、指名・報酬委員会（委員の半数以上が当社が別

途定める「独立性基準」を充足する社外役員であり、かつ社外取締役が委員長を務める

取締役会の諮問機関）で審議を行うことで、客観性と妥当性、透明性を高めます。 

b） 社内取締役の報酬は、月額報酬と賞与、株式報酬により構成し、会社業績との連動性を

確保し、職責や成果を反映した報酬体系とします。 

c） 社内取締役の賞与総額および個別の支給額については、取締役会において承認を得る

こととします。 

d） 社外取締役、監査役（社内および社外）の報酬はそれぞれ定額とし、賞与、株式報酬の

支給はありません。 

 

２）月額報酬の算定方法 

a） 社内取締役の取締役としての月額報酬は一律とします。ただし、代表権者には別途加算

します。 

b） 執行役員としての月額報酬は、当社の経営環境等を考慮した適切な水準で、役位（社長、

専務、常務、上席）に応じて設定します。 

 

３）賞与の算定方法 

a） 賞与は取締役、執行役員の役位に応じて基準額を設定します。なお、年間報酬総額に占

める賞与基準額のウェイトは 30％とします。 

b） 賞与支給額については、連結営業利益の達成度と、役員ミッションの成績、それぞれの

結果に応じて賞与基準額から増減させるものとします。 

 

４）株式報酬の算定方法 

a） 株式報酬は取締役、執行役員の役位に応じて基準額を設定します。なお、年間報酬総額

に占める株式報酬基準額のウェイトは 10％とします。 

b） 株式報酬の基準額については、中期経営計画の重要指標（経済価値・社会価値）のう

ち、特定の項目の 2年間の達成度に応じて、翌年度の基準額を最大 20％増減できるも

のとします。 

 

以上 


